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○仁淀川町鳥獣被害対策総合補助金交付要綱 

平成27年６月４日 

告示第37号 

改正 平成28年３月30日告示第15号 

平成28年５月18日告示第26号 

平成28年８月19日告示第55号 

平成31年４月11日告示第28号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則（平成25年規則第６号）第26条の規定に

基づき、仁淀川町鳥獣被害対策総合補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し必要

な事項を定めるものとする。 

（補助目的） 

第２条 町は、有害鳥獣による農林業被害の防止及び有害鳥獣捕獲の担い手となる狩猟者の

確保を目的とする事業（以下「補助事業」という。）として、補助金の交付を受けること

ができる者（以下「補助対象者」という。）が別表第１に掲げる補助事業を、実施する経

費に対して、予算の範囲内で補助金の交付を行う。 

（補助対象経費及び補助率等） 

第３条 前条に規定する補助事業の補助対象者、補助対象経費及び補助限度額は、別表第１

に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、

当該端数を切り捨てるものとする。 

（交付申請） 

第４条 補助事業を実施しようとする補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、

様式第１号による補助金交付申請書を町長に提出するものとする。 

（交付決定） 

第５条 町長は、前条の規定により提出された申請を審査し適当と認めたときは、補助金の

交付を決定し、様式第２号により補助事業者に通知するものとする。 

（変更の承認） 

第６条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときには、様式第３号による補助金

変更承認申請書をあらかじめ町長に提出し、承認を受けなければならない。 

(1) 事業内容が著しく変更される場合 

(2) 補助金の総額を増額する場合又は30％を超えて減額する場合 



2/14 

(3) 事業を廃止又は中止する場合 

（実績報告） 

第７条 補助対象者は、補助事業が完了した場合は、様式第４号による実績報告書を事業の

完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は事業実施年

度の３月31日のいずれか早い期日までに、町長に提出しなければならない。 

（補助金の請求） 

第８条 補助金交付請求書は、様式第５号による請求書を町長に提出し、補助金を受けるも

のとする。 

（補助金の交付の制限） 

第９条 補助対象者が、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関す

る条例（平成28年仁淀川町条例第４号）第３条に規定する行政サービス等の制限措置を

受ける場合は、補助金を交付しないものとする。 

（その他） 

第10条 この告示で定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。 

（雑則） 

第11条 この告示に基づく書類は、仁淀川町役場産業建設課、池川総合支所地域振興課又

は仁淀総合支所地域振興課へ提出するものとする。 

附 則 

この告示は公布の日から施行し、平成27年４月１日から適用する。 

附 則（平成28年３月30日告示第15号） 

この告示は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年５月18日告示第26号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成28年８月19日告示第55号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成31年４月11日告示第28号） 

この告示は、告示の日から施行し、改正後の仁淀川町鳥獣被害対策総合補助金交付要綱の

規定は、平成31年４月１日から適用する。 
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別表第１（第２条、第３条関係） 

事業区分 事業内容 補助対象者及び補助要件 補助対象経費 補助率 

1 防護

柵設置

事業 

イノシ

シ、サル、

シカ等 

次のすべてを満たす者 

1 仁淀川町内に住所を有

する者 

2 被害防止計画に定める

対象鳥獣であること。 

3 受益戸数3戸未満又は

費用対効果1.0未満であ

ること。 

4 その他町長が必要とみ

とめるもの。 

金網柵、ワイヤーメッ

シュ柵、ネット柵、ト

タン柵、電気柵、複合

柵の資材の購入に要

する経費 

（※送料は対象外） 

町長が必要と認めた

事業費の1／2以内と

する。 

ただし、1事業に対し

て100,000円を限度

とする。 

2 新規

狩猟者

確保事

業 

狩猟免許

取得 

次のすべてを満たす者 

1 仁淀川町内に住所を有

する者 

2 町が実施する有害鳥獣

の捕獲に従事又は協力

する旨の確認がとれた

者 

一般社団法人高知県

猟友会が実施する初

心者講習会の受講に

要する経費 

定額 

ただし、狩猟免許試

験合格者1人に対し

て10,000円を限度と

する。 

狩猟免許試験申込み

時に必要な診断書の

取得に要する経費 

定額 

ただし、狩猟免許試

験合格者1名に対し

て2,000円を限度と

する。 

猟銃所持

許可取得 

次のすべてを満たす者 

1 仁淀川町内に住所を有

する者 

2 町が実施する有害鳥獣

の捕獲に従事又は協力

する旨の確認がとれた

者 

猟銃所持許可申請に

係る射撃教習の受講

に要する経費 

定額 

猟銃所持許可取得者

1人に対して37,000

円を限度とする。 
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様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第７条関係） 

様式第５号（第８条関係） 

 


